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損害賠償請求 件 

訴人    蓑 隆介 

被 訴人   au ぶ 銀行株式会社 

                 訴理 書 

                                                   

                         和 日   

 福岡高等裁 所 御中 

 

訴人   蓑 隆介   

 

第  訴理 骨子 

原審 い 細 審理 さ い 伺え あ く感 い

一方 う 細 審理 さ い 原因 あ う 測さ

本人訴訟 あ 訴人 立場 物 僭越 憚 表現 あ

直截 言 え 原審 本件 案 い 視 窄

全体像 捉え い い  

わ 原審 訴人 主張立証 関わ ． 案 概要

損 い あ 第 さ ．過失 い 誤解 審理漏 認

第 第 ．結果 法 適用 誤 い  

 

第  案 概要 宅ロ ン EAJ 抱 合わ 観 損 い 

原審 決文 頁 第 案 概要 前提 実 い 法書士

法人 葉 ル プ 葉 いう 本件 法書士法人

抱 合わ 販売 審理 対象 扱 い  

訴人 提訴 当初 い 主張 い 宅ロ ン

葉 抱 合わ 構 あ 訴人 準備書面

い 法書士法人 ロ ン ャパン EAJ い
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う 存在 突 ～ 示  原告 費用負担

葉 EAJ 現預金 流 い ，

原告 被告 結 知 い間 強制的 EAJ 支払わさ 金

銭 あ 言う他 い 頁 主張立証 決文 い 同 文

言 訴人 主張 頁 載さ 原審 断 わ

被告 直接本件 法書士法人 委任 い 生 い費用 原告 対

請求さ い 頁 認定さ い  

う あ 法規 解釈 適用 責務 裁 所 宅ロ ン 葉

抱 合わ 構 審理 宅ロ ン EAJ 抱 合わ

構 い 審理 対象 責務 あ さ い い

案 概要 い 損 い あ 言え  

 

委任関係 
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費用負担 流  

 

 

現預金 流  
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第  抱 合わ 強制 誤解 法行 過失 審理漏  

  あ 断枠組  

石忠志 多 敏明編著 植村幸也 論 体系 占禁 法第 版  

頁 行目  

論  抱 合わ 販売 購入さ う 意味  

購入さ 意義 さ く解 立場 実務 あ 視さ い

い い い あ う  

石忠志 占禁 法第 版 乙  

併 購入さ ⅱ 態様       乙 頁 行目  

併 購入さ 態様 い あ 問わ い …併 購入

さ … 要品強要 いう弊害 生 関心対象 あ

併 購入さ 態様 う あ いう 本質

的 問 い  

舟 之 公 引方法 乙  

［講釈］                 乙 頁 行目  

任意 場合 い 断 引 強制 あ

あ 一般指定 項 当 解さ  

公 引委員会参 官 久間 哉 流通 引慣行ガ ラ ン (乙 18) 

2 ⃣あ 商品 供給 併 他 商品 購入さ (乙 18 160頁 部) 

あ 商品 供給 併 他 商品 購入さ 抱 合わさ 商

品 他 商品 購入 主 商品 あ 商品 供給 い関係

あ いい 明 強要行 必 必要 い  

泉水文雄 占禁 法  

 強制                頁 行目  

主 商品 強制 力や地位 い

顧客 従 商品 購入 く い 購入さ あ 通

常 う 力 あ いえ う  
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岡口基一 要件 実マニュ ル第 版第 巻民法  

 3 ⃣ 故意 い              頁  

故意 主張 理 い 認 次 過失 い 認定

原告 請求 棄却 い 大 昭和 日新聞

頁  

 

  原審 断 

法行 法 抱 合わ 販売 関係 及び 強制 断枠組  

第  ( )  抱 合わ 販売等規制 反 主張 い   (6頁 14行目) 

占禁 法 反 行 自 権利又 法 保護さ 利益 侵害

さ 者 当 行 民法 法行 当 限 一般 例 従

同法 規定 基 く損害賠償 請求 解さ

業者 相手方 対 商品又 役務 供給 併 他 商品又 役務 自 又

自 指定 業者 購入さ 行 少 く 当 業者

当 相手方 対 一定 引 さ 強制 評価さ 働

前提 い 実関係 積極的 利用 情

あ 場合 法行 法 法 解 相当 あ

一般指定 項所定 抱 合わ 販売等 当 行 民法 法行

根拠 業者 相手方 自 意思決定 妨 一定 引 余

儀 くさ あ 解さ あ  

強制 い 評価 及び 故意 い 評価 根拠 

第  ( ) ( )優越的地位 濫用規制 反 主張 い  (11頁 23行目) 

他方 本件 法書士指定 態様 い 被告 原告 対 被告指

定 法書士 契約 強制 評価 う 情 あ 認

い 前 ( ) ( ) あ 本件全証拠

被告 EAJ 本件 法書士法人 間 報酬 配 い 関知 い

認 い 被告 原告 対 伝え 実 伝
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え 虚偽 実 伝え いう う 情 あ いえ い  

強制 い 評価 根拠 

第  ( ) ( )抱 合わ 販売等規制 反 主張 い  (8頁 1行目) 

被告 … % 満 い あ 認定 実

…顧客 対 抵当権設定 等 い 被告指定 法書士 利用

伴う各種費用 務手数料 生 概

算 共 情報提供 い あ 認定 実

原告 本件 法書士指定 含 貸付条件 い 他 金融機関

宅ロ ン 比較検討 仮 被告指定 法書士 利用 嫌う あ

被告 借入 い 他 金融機関 宅ロ ン 選択 又

借換 い 可能 あ いえ  

 さ 被告 宅ロ ン規約 乙 及び 株式会社西日本 テ 銀

行 宅ロ ン契約 い 原告 い 宅ロ ン契約 込 及び

宅ロ ン 完 出 撤回 妨 う 定 見当

あ 認定 実 う 原告 被告 対 宅ロ ン

契約 込 行 時 い 被告指定 法書士 い 報酬

他 い 満 あ 当 込 撤回 可能 あ  

 

  抱 合わ 宅ロ ン EAJ 抱 合わ 原審 誤 尽 

強制 断枠組  誤  

原審 前  原審 断 … 強制 断枠組 抱

合わ 販売 強制 業者 故意 必要 あ 断 い  

 あ 断枠組 石忠志 多 敏明編著 植村

幸也 石忠志 乙 舟 之 乙

購入さ 意義 さ く解 立場 実務 あ 視

さ 併 購入さ 要品強要 いう弊害

生 関心対象 あ 併 購入さ 態様 う
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あ いう 本質的 問 い 併 購入さ 態様

い あ 問わ い あ 乙 任意 場合

い 断 引 強制 あ あ 乙

公 引委員会参 官 久間 哉 乙 い 抱 合わ

さ 商品 他 商品 購入 主 商品 あ 商品 供給

い関係 あ いい 明 強要行 必 必要 い さ

い  

泉水文雄 主 商品 強制

力や地位 い 顧客 従 商品 購入 く

い 購入さ あ 通常 う 力 あ いえ

主 商品 あ 宅ロ ン 強制 力や地位

銀行 借 手 専門家 あ 法書士 消費者 間 存在 情報 質及び

並び 交 力 格差 頁 頁 頁

頁 関連 頁 頁 あ 顧

客 従 商品 あ EAJ 購入 く い 購入さ

わ 被告 直接 葉 委任 い 生 い費用 原告 対 請

求さ い う 情 原告 知 さ

い あ 認定 実 決文 頁 当  

抱 合わ 販売 強制 業者 故意 過失

立 あ 故意 立 い 原

審 断 誤 あ  

法行 法 抱 合わ 販売 関係 い 誤  

前  原審 断 法行 法 抱 合わ 販売 関係…

原審 抱 合わ 販売 強制 業者 故意 必要 あ

断 根拠 法行 法 過失 要件 く 故意 要件

断 い 断 根拠 誤 前述 あ

法行 要件 過失 く い  
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法行 法 抱 合わ 販売 関係 い 原審 断 誤 あ

 

強制 い 評価 根拠 審理 尽 

前  原審 断 強制 い 評価… 強制

い 評価 根拠 原審 根拠 宅ロ ン

葉 抱 合わ い 強制 評価さ い 断 い  

% 満 い あ 認定 実 顧客 対

費用 務手数料 生 概算 共 情報提供

い 認定 実 原告 他 金融機関 宅ロ ン 比較

検討 仮 被告指定 法書士 利用 嫌う あ 被告

借入 い 他 金融機関 宅ロ ン 選択 又 借換 い

可能 あ  

 さ 原告 被告 対 宅ロ ン契約 込 行 時

い 被告指定 法書士 い 報酬 他 い 満 あ

当 込 撤回 可能 あ  

宅ロ ン EAJ 抱 合わ い  

葉 原告 法書士報酬 一部 EAJ 配さ い

う わ わ 被告 直接 葉 委任 い 生 い費用

原告 対 請求さ い う 情

原告 知 さ い あ 認定 実 決文 頁  

認定さ い 原告 他 金融機関 宅ロ ン 比較検討

EAJ 利用 嫌う い 被告 借入 い 可能

あ さ 被 訴人 対 宅ロ ン契約 込 行 時

い EAJ い 報酬 他 い 満 あ い 当

込 撤回 可能 あ 宅ロ ン 抱 合わさ

EAJ 要品 あ 他 法書士 市場閉鎖効果

い ％ あ 言え 宅ロ ン EAJ
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抱 合わ い 強制 あ 言え わ

原審 断 さ い い  

原審 断 宅ロ ン EAJ 抱 合わ 強制

い 審理 尽 あ  

故意 い 評価 伴う 過失 い 審理 尽 

前  原審 断 … 故意 い 評価 根拠

原審 被 訴人 EAJ 葉 間 報酬 配 い 関知 い

認 い 根拠 被 訴人 訴人 対 伝え

実 伝え 虚偽 実 伝え いう う 情 あ

いえ い 訴人 故意 否定 い  

 あ 断枠組 岡口基一

故意 主張 理 い 認 次 過失 い 認定

原告 請求 棄却 い あ 関わ 原審

第 被 訴人 EAJ 葉 間 報酬 配 い 調査

被 訴人 情報提供 い い 過失 検討や過失

い 認定 い 原告 請求 棄却 い  

原審 断 故意 い 評価 伴う 過失 い 審理

尽 あ  

小括 

原審 断 抱 合わ い 特 宅ロ ン EAJ

抱 合わ い 審理 尽や 断 誤 あ  

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

第  被 訴人 過失 い  

  原審 被 訴人 主張 訴人 主張 裁 所 断 

被 訴人 主張 

 ( 訴人注:行 者 故意 過失 あ ) 要件 い 被告

争う 要件 否 ( 訴人注:行 者 権利利益 侵害 )

要件 否 大 く左右さ 本文( 訴人注:争 対 所見)

言及 い い 被 訴人 準備書面 頁脚注  

 EAJ 葉 間 契約関係等 被告 関知 い

決文 頁 被告主張  

訴人 主張 

 被告 法書士指定 被告 利用 法書士 原告 費用負担

いう意味 原告 利用 法書士 被告 指定 いう意味

被告 対 信任 原告 大 裁 さ い あ

被告 銀行法 則 利益相反 問 避 葉 EAJ 契約関係

等 関知 対応 あ 決文 頁 原告 主張  

 訴人注 主張 …原告 準備書面 頁 行目

い 主張 い 被告 銀行 利益相反 対応義務 さ 銀行法

施行規則第 条 第 反 い 掲載 趣

あ 当条文 次頁 載 参考文献 全国銀行協会金融法務研

究会 金融機関 利益相反 類型 対応 あ 方 証拠

提出 原告 準備書面 頁  

 国 金融機関 顧客 利益相反 例 係 例 説明義務

争わ 例… 金融機関 利益相反行 要素 あ 件 説明義務 反

争わ 特殊 例 関 例 最 日

例時報 頁 頁 行目  

 法書士 被告 指定 さ 共通 利害関係 顧客 VS 被告 

法書士 持 一体化 い 自 化さ い 法書士
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報酬 部 い 融資費用 金 又 率 明瞭 載 責務

あ 被告 表示 適 あ 原告 準備書面 頁 行目  

オ 原告 銀行 顧客 当 損害 あ え い う いう被

告 信頼 前提 法書士指定 条件 い 案 あ 当初 合意

い 原告 準備書面 頁 線部  

裁 所 断 

第  他 争 い  

争 2 権利又 法 保護さ 利益 及び 侵害行 い

付言 前 2 1 2 指摘 情

原告 被告 宅ロ ン 借 入 当 抵当権設定 等

い 被告指定 法書士 利用 い 承知 被告 対

宅ロ ン契約 込 本件 法書士法人 間 値 交

一般的 法書士報酬 相場 範 報酬 委任契約 締結 被

告 間 宅ロ ン契約 締結 あ う 仮 原告

主張 う 法書士 選択 自 や 公 自 競争

形 さ 価格 商品 購入 利益 法 保護さ 利益

あ いう 本件 法書士指定 原告

侵害さ 評価 困難 あ  
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  断枠組  

岡口基一 要件 実マニュ ル第 版第 巻民法  

 2 ⃣ 権利等 侵害 い              頁  

作 法行 場合 2 ⃣ 作 義務 存在及び 反

鈴木＝ ヶ 新実務民訴 頁  

河 沖 眞 消費者法 例 選 最高裁 日 

藤巻則 大教授 動産 引 銀行 説明義務  

                頁右段 行目  

X …特段 情 あ 主張 い …特段 情

認 あ Y 担当者 い 本件敷地問 …調査

Ｘ 説明 信義則 義務 肯認 余地 あ いう あ  

 解説               頁左段 行目  

最 訴人注 最 日 時

頁 … 金融機関 売 主や販売業者 業務提携等 金融機

関 従業員 売 主等 販売活動 深く関 問 土地購入

勧誘行 一環 あ 認 信義則 当 従業員

説明義務 肯認 根拠 得 う 特段 情 あ  

  

 主張 要  

過失 権利等 侵害行 無 中 争 い  

前 原審 被 訴人 主張 過失 決文

争 権利等 侵害行 無 中 争う

い  

訴人 被 訴人 過失 作 生 法行 い

適法 主張立証 い  

 前 断枠組 岡口基一 権利等 侵害行

無 中 争 い 被 訴人 過失 作
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生 法行 作 義務 存在及び 反 要件 実  

 断枠組 最 日 最

日 作 義務 存在 ロ ン 動産購

入 組合 い 金融機関 売 主や販売業者 業務提携等

金融機関 従業員 売 主等 販売活動 深く関 問 土

地購入 勧誘行 一環 あ 認 信義則 当

従業員 説明義務 肯認 根拠 得 う 特段 情 あ

最 いえ う 特段 情 認 あ

金融機関 い 本件…問 …調査 Ｘ 説明 信義則

義務 肯認 余地 あ いう あ 最 い

 

宅ロ ン EAJ 抱 合わ い 被 訴人 EAJ

業務提携等 被 訴人 EAJ 抱 合わ 販売 深く関

問 宅ロ ン EAJ 抱 合わ 一環 あ

信義則 被 訴人 説明義務 肯認 根拠 得 特段 情 あ

いえ う 特段 情 認 被 訴人

葉 EAJ 契約関係等 問 調査 訴人 説明 信義則

義務 あ いう あ 葉 説明義務 あ

動産購入 例 建築会社 説明義務 あ 認 い

同様 当然 前提 あ 考え  

 作 義務 容 い 訴人 原審 い 原

審 訴人 主張 ～オ 適法 主張立証 い  

 訴人 EAJ 復委任 報酬 承知 い 原審

い 認定 認定 実 あ 作 義務 存在 認

あ 反 要件 実 明 満 さ  

原審 断 い い  

前 原審 裁 所 断 原審 争 い
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や 訴人 主張立証 関わ 宅ロ ン EAJ 抱 合わ

被 訴人 過失 断 い い 審理 尽 あ  

 

第  結語 補足 

原審 決 左右 審理 尽 法 誤 あ 決 消

さ あ  

 

訴人 原審 宅ロ ン 葉 抱 合わ 立 被

訴人 優越的地位 濫用 立 い 認 訴 宅ロ

ン EAJ 抱 合わ 構 あ 請求

被 訴人 直接 葉 委任 い 生 費用 あ

う 情 訴人 知 さ い ， 限定

請求 減縮 行 い  

葉 報酬 請求 ， あ

被 訴人 主張 報酬 相場 ～ 万 程度 乙 範

過小 報酬 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 

第  追  合理性 い  

原審 抱 合わ 販売 優越的地位 濫用 断 い

合理性 当化理 認定 い 決文 頁 行目

頁 行目 合理性 他 引 先 対 同等

制限 課 い いう手段 合わ 当化理 基準 一 さ

い あ 元 例 最高裁調査官 小 憲一 解説

矛盾 根拠 存在意義 ゼロ 石 酷評さ い

基準 あ 経 法 例 審決 選第 版 頁左段

行目  

さえ説得力 い理 あ うえ被 訴人 原審 決

借換 宅ロ ン い 抵当権 設定 法書士指定 運用

や 現在 借 換え 宅ロ ン 借 手 訴人 同等

制限 課 く い 被 訴人 宅ロ ン 葉

抱 合わ 構 い さえ 抵当権 抹消 さえ指定 法書士 あ

抵当権 設定 法書士 指定 法書士 く 被 訴人 目

的 自 い あ 当化理 合理

性 手段 相当 自 否定

い  
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損害賠償請求 件 

控訴人    蓑田隆介 

被控訴人   au ぶ 銀行株式会社 

                証拠説明書  

                            令和 年 月 1日  

 福岡高等裁 所 御中 

控訴人 蓑田 隆介 

 

証 

標 目 

原本・写 の  

作 成 

年月日 
作 成 者 立 証 趣  

 

甲

 
 

独占禁 法  

 
 

写

 

2022.6.10 泉水文雄 抱 合わせ販売上の 強制 の

断枠組  
 

 

甲

 

要件 実マニ

ュアル第 版第

巻民法  

 

写
 

2018.1.20  

  

岡口基一 不法行為法上の 故意 の

断枠組  

不法行為法上の 過失 含

権利等の侵害 の 断

枠組  

 
甲

 
消費者法 例

百選  

 

写

 

2020.9.15  

   

最高裁・ 

河上  

沖野眞已 

後藤巻則 (

大教授) 

銀行の作為義務の 断枠組  

 

 

甲

 

経済法 例・

審決百選第 版

 

写

 

2017.10.25 最高裁・ 

金井·泉水 

武田·植村 

そ の合理性 の内容と

評価 ついて 

甲

 

登記の方法  写

 

2024.5.1 被控訴人 被控訴人 、借換え おいて抵

当権設定登記の 法書士指定の

運用 取 やめてい こと 
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